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聖籠町介護事業実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年３月２１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第５号 

聖籠町介護事業実施規則の一部を改正する規則 

聖籠町介護事業実施規則（平成１２年聖籠町規則第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３６条中「範囲内」を「１００分の２０の額」に改める。 

第４２条中「２分の１の額」を「１００分の２５の額」に改める。 

第４８条中「差額分の額」を「差額の１００分の５０の額」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の聖籠町介護事業実施規則第３６条、第４２条及び

第４８条の規定は、平成２９年４月利用分以降から適用し、平成２９年３月

利用分以前の助成の額については、なお従前の例による。 


